
参考様式（第１０条関係） 

審 議 会 等 の 会 議 録 

会議の名称 座間市基地返還促進委員会第４回会議 

開 催 日 時 平成２２年１０月２５日（月） １４時００分から１６時００分まで 

開 催 場 所  市役所 ５－６会議室 

出 席 者 
木村功会長、渡辺了副会長、加藤仁美委員、大木フミ子委員、大矢修市

委員、佐藤節子委員、渡慶次道哉委員、曽根齊委員、濱野真一委員、川

原千代子委員、渡辺六郎委員 

事 務 局      秘書室  渉外課 

公開の可否  □公開 □一部公開 ■非公開  傍聴人数         人 

非公開・一 
部公開とし 

た理由 

 協働まちづくり条例第１２条第１項第２号 

  

  

議 題 

前回の確認事項 

「キャンプ座間に関する協議会」第７回幹事会の報告 
基地返還促進等市民連絡協議会第６回役員会の報告 
跡地利用計画案の検討 

資料の名称 
キャンプ座間に関する協議会第７回幹事会（まとめ）、座間市基地返還

促進等市民連絡協議会第６回役員会の概要について（資料 1）、基地返還跡

地利用計画についての検討資料（資料 2） 
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会議の内容 

（会議次第及び 
発言要旨等） 

 
 
 

 
 
 

 
 

司 会：定刻よりも若干早いですが、ただいまから、会議を始めさせて

いただきます。出席人数は、只今の出席委員が１１名でございます。

過半数に達しておりますので、座間市基地返還促進委員会規則第 5
条第 2 項の規定によりまして、本日の委員会は成立いたします。そ

れでは、ただいまから座間市基地返還促進委員会会議を開催させて

いただきます。議長を、規則第５条の規定により木村会長にお願い

いたします。よろしくお願いいたします。 

 
議 長：お忙しい中お集まりいただきましてありがとうございます。そ

れでは、さっそくですけども第４回の促進委員会を開催をしたいと

思います。規則に基づきまして議長を務めさせていただき、また議

事を円滑に進めて参りたいと存じますので、皆様のご協力をお願い

いたしたいと思います。 

冒頭なんですが、議題に入ります前に、傍聴の方がいらっしゃる

ので、この会議の公開・非公開についてお諮りしたいと考えており

ます。なお、第 1 回目の会議だったんですが、この促進委員会の特

性から、様々な観点で忌憚のない意見交換を行うために、そして、

検討の過程での未成熟な情報が公になることによって、不当に市民

の間に混乱を生じさせることのないように、そんなことから協働ま

ちづくり条例の規定によって、この会議を非公開としたわけでござ

いますけれども、条例の解釈上、会議開催ごとに確認をすることと

なりましたので、皆様にお諮りを改めてしたいと思います。ご検討

の程、よろしくお願いいたします。 
何かご質問やご意見があればお出しいただきたいと思います。 

 
委員Ｅ：議長いいですか。一番最初の第１回目で確認をしたと思うんで

すよね。そのときの記憶ですと、結構微妙な問題なので、公開にな

るといろんな人が来てということになってしまうと問題が問題なだ

けに難しいのではないかと思っているので、ある意味では、皆さん

もある程度団体からでていますので、それに基づいて非公開でいい

のではないかと私は思っているのですけれども。 

 
議 長：ありがとうございます。他に意見はございますか。 
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委員Ｃ：さきほど議長も仰っているように、第一回目の時に諮ったとき

に、今二つの趣旨を仰っていただきましたけど、なおさらこの第４

回で、なおかつ議題の内容も佳境に入った状況の中で、やはりいた

ずらに敏感な情報がまだ不明瞭な段階で出してしまうのは、やはり

我々の集まった趣旨としては、ちょっとはずれてしまうのかなと思

います。また原点に帰って、やはりこの会議は非公開という姿勢で

取り組まれた方がいいと思っております。 

 
議 長：ありがとうございます。はいＡ委員。 

 
委員Ａ：非公開で賛成の一つの理由として、それぞれの団体の長の方が

出てきているという意義は公開に等しいような意味合いもあります

ので、さらにいろんな意見を述べるにあたって、やはり傍聴がいる

ということは、意見を自分で隠してしまうとか、そういうデメリッ

トもありますので、大いに活発な意見交換をするためには、非公開

でもよろしいと考えております。 

 
委員Ｂ：賛成です。今の意見について賛成です。 

 
議 長：ありがとうございます。 

 
委員Ｆ：私ももう一度第１回会議の時の関係条例の条文を読ませていた

だいて、審議会等の手続きを読んで、非公開でもいいと思いますの

で、非公開に賛成です。 

 
議 長：ありがとうございます。その他よろしいですか。 

 
委員Ｇ：条例上ではどういう扱いになるんですか。条例に該当する部分

もあるし、あと当初は非公開とういう形で、答申がでた段階で公開

していこうということもあるし皆さんに確認したと。もう一度確認

するというのは。 

 
議 長：では、事務局、条例に関して。 
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事務局：今、協働まちづくり条例というのができています。会議をやる

場合は、協働まちづくり条例の１２条で、会議は原則公開なんです

が、ただその中で、非公開情報が含まれるとか、会議を進行するに

あたって忌憚のない意見交換をするだとか、今仰ったように、未成

熟な情報が外にでるだとかそういう恐れがある場合に、議長が、会

議に諮って、非公開とすることができるという規定になっておりま

す。それを第一回目の時にご紹介させていただいて、それでこの会

議はどうしましょうかという話で諮っていただいて、それじゃあ非

公開にしましょうということで決めていただきました。それで、前

回、議会等の質疑の中で、その条例の根拠となっているもとの非公

開情報を規定したものが協働まちづくり条例ではなくて、情報公開

条例というものの規定があるわけで、その規定からいろいろの解釈

の中で、毎回毎回会議の中身が違うわけだから、その会議によって、

始めるときにその会議を公開にするか非公開にするかと決めるべき

ではないかと、確かにそうですねということで、答弁しましたので、

会議を開く際に、今日の会議について皆さんでこの会議を公開にす

るか非公開にするかを決めていただこうという形にさせていただき

ました。それは、会議のやり方です。それで、答申後の公開をする

というのは、ここで会議をやっています会議録・議事録ですね、そ

れの公開というのを答申をいただいた後に公開をしましょういうこ

とでございます。ですから、まだ答申をいただいてませんから、今

の時点で、会議録も公開していませんし、会議も公開しないという

ことになっております。もう一度、ここで皆さんにお諮りをさせて

いただいて、この会議を公開にするか非公開にするかを決めていた

だきたいという趣旨で、今、会長がお諮りいただいたということで

す。 

 
議 長：Ｇ委員いかがですか。 

 
委員Ｇ：会議の内容にもよりますよね。いろいろ他の会議ありますけど

もその中でも非公開とかあると思うんですけど、今日の内容によっ

て、議題によってとはどういうことですか。 

 
事務局：今、最初に申し上げたとおりに会議は原則公開なんですよ。公
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開なんだけどもその会議の中身によっては、やはり未成熟な情報が

外にでることは、不当な混乱を招くだとか、特にこういった基地の

関係ですといろんな考え方の方いらっしゃいますし、この会議の中

で議論を戦わせるということで、非公開としてやろうというお話だ

ったと思うんです。ですから、その会議の性格によると思うんです。

この会議の内容からして、皆さん方からそういったご意見をさきほ

どからいただいてますけども、そういう考え方の下にこの会議は非

公開にしようということで決定をいただければ、そのようにすると

いうことです。 

 
委員Ｊ：さきほどから大半の方が、仰るように大変今、問題が一番佳境

のときだと思うんです。ですから、皆さんの意見・案に賛成だし、

この際これに沿ったらどうですか。 

 
議 長：よろしいですか。それでは意見・意思決定といたしまして、採

決をとらせていただきたいと思います。いずれにしても微妙な時期

だということ、あるいは団体の代表として出ているんだから、充分

それはそれなりの意義があるというようなご意見いただいたところ

です。どうもありがとうございます。それでは、お互いに忌憚のな

い意見交換をする意味、あるいは、審議途中の内容が外に出るとい

うことでの様々な憶測を生じさせない、また不当に市民の間に混乱

を生じさせるおそれがある、そんなこともございますので、非公開

とする意見がいろいろでましたけども、ここで、決をとらせていた

だきたいと思います。 
それでは、本日の会議を非公開とすることでよろしいでしょうか、

賛成の方の挙手をお願いいたします。 
（委員挙手） 

はいどうもありがとうございます。挙手全員でございます。した

がいましてこの会議は非公開といたしたいと思います。事務局にお

かれましては、傍聴の方に非公開である旨をお伝えしていただきた

いと思います。では、しばらく休憩とりします。 

 
（休憩） 
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議 長：よろしいですか。それでは、具体的内容ということで、議題に

入りたいと思います。今日の議題については、お手元の方に式次第

があろうかと思いますけどもまず前回会議の確認事項について事務

局から説明をお願いしたいと思います。 

 
事務局：それでは口頭になりますが、前回の会議から期間があいたので

思い出していただきたいと思いますけども、まず第２回目の会議で

出された主な意見のまとめというものを確認をしていただいたこと

が一つ、それから資料を出させていただいて、広報とかで市の財政

状況をお知らせをしたというのが一つ。それから市民の意識調査と

か地域懇談会の結果、それをお示しをさせていただいて、市民ニー

ズが高い施設というのはどういうものだろうかということを検討し

ていただきました。さらに「市の返還跡地利用計画づくりの方向性

について」ということで、計画づくりの基本的な考え方、あるいは

整備すべき施設などの検討を行いました。その中で、病院誘致の必

要性というのが大きな話題となったわけでございまして、病床過剰

地域の関係、市を取り巻く医療環境についても意見交換がなされま

した。全体のまとめとしては、市民要望が一番高い施設を検討して

いくことになりましたけども、それだけではなく、駐車場とか日米

交流などができる施設とかいくつかの機能を持った複合施設だとか

ということも検討していき、その中で、優先順位や施設などの必要

性を踏まえて検討するということになったと思います。また、さら

に検討を深めようということで、次回の会議には市のたたき台的な

ものを提示してくださいという形になったということでございま

す。以上雑駁ですけども前回の確認事項とさせていただきます。 

 
議 長：ただいまの説明について、ご質問ございますか。 

よろしいですか。特にないようなので、それでは続いて議題⑵の

キャンプ座間に関する協議会が開催されたようですが、第７回幹事

会の報告を事務局から説明をお願いします。 

 
事務局：それではお手元の資料で、キャンプ座間に関する協議会第７回

幹事会という一連のプリントをご覧いただきながら説明させていた

だきます。この委員会もしばらく間が空いていたというのは、この
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キャンプ座間に関する協議会の第６回幹事会が終わった後、この第

７回までに半年くらいの時間を有したという関係もございます。こ

の協議会の結果を踏まえて、この委員会で答申をだそうという話で

ございましたので、この第７回幹事会の結果を参考にしながら、今

後の審議を進めていただきたいということでございます。まず、キ

ャンプ座間に関する協議会第７回幹事会ということで１０月１４日

に開催いたしました。場所は座間市役所でございます。議題といた

しましては、第６回幹事会、これは前回の幹事会の振り返りみたい

なことでやりました。二枚目にまとめというプリントがあります。

このまとめに沿って説明させていただきます。出席者等はご覧のと

おりです。会議の概要で、議題の一つとして第６回幹事会について

ということで、第６回幹事会の議事内容について確認を行ったとい

うことです。それから議題の二つ目で負担軽減策の具体化について

ということでございます。前回の幹事会において、陸自家族宿舎の

位置案について座間市からの「宿舎用地によって１．１ha 返還地と

約４．３ha の追加的返還候補地が分断されている形になっている」、

「１．１1ha の返還地を含めた中で宿舎の位置を検討していただき

たい」、「宿舎の面積及び戸数についても必要最小限となるよう配

慮していただきたい」との指摘、要望を踏まえ、南関東防衛局から

見直し案の説明があったということで、これは次のページに図がつ

いてございます。これをご覧いただきたいと思います。もう一回こ

の関係について、お話をさせていただきます。この上の図面が第５

回幹事会で示された図面でございます。この図面に対して、宿舎の

建設予定地が、ここがとがったような形で県道に接していると、も

う少しこれも県道に沿った部分は市が使いたいのでなんとか考えて

くれと、それから面積的にも２．３ha じゃなくて、もうすこし縮め

てください。それで、戸数についてもなるべく少なくしてください。

それから、１．１ha というこの体育館のすぐ横なんですが、ここも

使ったような形で考えてくださいというような要望をしました。そ

うしたところ、今度下の絵ですけれども、宿舎の建設予定地がこん

な格好になりました。嘴のような。これは、ここの県道に接した部

分、これをちょんぎった。それで、なるべくキャンプ側に敷地がよ

った、それから１．１ha の部分もこれだけ使ったと。で、さらに面

積的にも、上が２．３ha で下が２ha にしますと。住宅の戸数につ
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いても２５０から３００戸だったのを２５０戸にしますと。さらに

ここだと宿舎に行く道がありませんので、この青い部分、これが宿

舎へ通じる道で国が整備しましょうということになっております。

こういった見直し案というのが示されたわけでございます。それで、

もう１回まとめに戻っていただいて、宿舎の進入路について、座間

市の負担軽減の観点から改めて検討した結果、返還候補地境界に沿

った形で、防衛省において、宿舎の進入路を整備する案としたと、

これが今言った青い部分の線のところでございます。更に、南関東

防衛局から、返還候補地の調査、測量結果について、「整理でき次

第、座間市に提供したい」、市の負担の極小化について、「座間市

の負担を極小にできるよう、跡地利用計画の検討状況を踏まえ、積

極的に支援していきたい」また「現行制度においては、道路等の特

定の場合を除き、用地の譲与又は無償貸付は困難である」との説明

があった。これは私どもの方からできれば用地の無償貸与をお願い

していた関係で、それに対して現行の制度では、用地の無償貸与と

いうのは困難であるとの返答がきたということです。次のページに

いきます。これを受け、座間市から、これは、質問と回答がばらけ

てますけど、一緒に説明させていただきます。座間市から一つとし

て、「陸自家族宿舎について、この位置案等でほぼ確定と考えて良

いか」、これは私どもの方から質問をしました。それに対して、「そ

のとおりである。座間市の要望を踏まえて検討した結果である」と

いう回答でございます。次に二番目です。「市の利用計画は、いつ

までに定める必要があるのか。また、全体の利用計画を定めるスケ

ジュールは」、これに対しまして、座間市の利用計画案については、

「出来る限り早く示していただきたい」、「大まかなスケジュール

として１２月までにはまとめたい」、三番目として、「財務省がま

とめた新成長戦略における国有財産の有効活用についての活用がで

きるのか。市民からの病院設置のニーズは非常に高いものがある。

仮に民間病院を返還候補地に誘致する場合の処分条件はどのように

なるか」という質問に対して、「仮に、民間病院を誘致する場合は、

現行制度では全額時価で市が買い取ることになっている。「新成長

戦略における国有財産の有効活用について」との関係では、あくま

でも財務省との調整如何によるが、国有地の賃貸や市が一旦借り受

け、民間病院へ転貸することに、この枠組みが、活用し得るかもし
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れない。仮に、座間市が今後の検討過程において、この新たな枠組

みを活用したいとのことであれば、そのために必要な調整について

も協力してまいりたい」ということでございますが、ここでもう一

つ今、新成長戦略という言葉がでてきました。もうひとつプリント

で国有財産の新成長戦略の有効活用についてというプリントをお渡

ししたと思います。この新成長戦略というのはそもそも経済の対策

が主なんですが、今年の６月１８日に閣議決定をされています。そ

れに基づいて、各省庁がそのために何ができるのかそれぞれの省庁

で考えて、財務省としては、国有財産の有効活用を図ってそれによ

って成長につなげていこうという趣旨から、新成長戦略における国

有財産の有効活用についてというものをまとめております。それで、

これを全部読むのはきりがございませんけども、いずれにしても未

利用の国有地の国有財産を多様な形で活用していこうということで

ございまして、この 1 ページ目の下から五行目を読ませていただき

ます。人々の安心につながる分野での活用でございまして、未利用

国有地の貸付を行う対象は地方公共団体等に限定されるが、新成長

戦略においては、多様な主体による地域に密着した医療・介護・子

育てサービスを推進するとされていることから、こうした主体にお

いても一定の要件の下、貸付による未利用国有地の活用ができるよ

う、たとえば、地方公共団体を通じた貸付を行うことなどにより、

多様な主体が利用することが可能となるよう検討を行う。というこ

とになってます。この適用がはたしてできるかどうかというものも、

この幹事会で私どもの方から国の方に投げ掛けております。それが、

書いてありますように医療・介護サービスという分野がございます。

まさしく私どもの方で、今、市民アンケート等でいろんな市民要望

の一番高い病院でございますけども、この民間病院を仮に誘致する

場合にこの制度が適用になるかどうか、というような問いをこの会

議の中でしております。それに対して、民間病院に転貸することは

活用し得るかもしれないので仮に、今後、座間市が検討過程におい

てこれを活用したいということであれば、そのために必要な調整に

ついては協力をしたいと。とりあえず今の段階では防衛側としてそ

ういう回答をいただいたということでございます。次に、四番目で

ございますけども「市には景観条例と景観計画があり、宿舎の設計

に際しては、その辺の配慮をしていただきたい」、これに対しては
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「配慮する」、五番目として、「宿舎用地の造成の際には、市が利

用する部分を含めて全体的に大まかな造成をしていただきたい」と

いう要望を致しました。これに対しては、「国において、座間市が

利用することを目的として造成することは困難であるが、宿舎建設

のためには、土の切り盛り等の造成が必要と考えるので、市の要望

を考慮に入れながら造成の範囲を検討したい」という回答がござい

ました。最後に、南関東防衛局から「以上説明した防衛省の検討状

況及び陸自宿舎の建設計画を踏まえ、座間市として、返還候補地

5.4ha 全体の利用構想を検討の上、次回の幹事会において提案いた

だきたい」との要望がございまして、座間市からは「市としての考

え方をまとめるための時間をいただきたい」という回答をいたしま

した。次回幹事会の開催日及び開催場所等については、別途調整す

ることにいたしました。この市としての考え方をまとめる時間をい

ただきたいということは、今皆様方にこの委員会で検討をお願いし

ているものの答申をいただいた後、市として計画を市の計画として

決定をして、それから国との協議に臨んでいくと、そういうスケジ

ュールを考えておりますので、今、これで時間をいただきたいとい

うのはいつまでとは国にいっておりません。この計画がまとまり次

第また協議会を開催して、協議をしていくという形になっておりま

す。以上です。 

 
議 長：只今の報告なんですけども、ご質問をいただきたいと思いま

す。 

 
委員Ａ：隊員宿舎が、仮にこの２ｈａで、境界線に沿ってできたと過程

して、是非、基地側の方に隊員が勤務に通う通勤のための門を是非

設置していただきたいというのが一つ要望としてあります。という

のは、その人数だけでも、こちらに例えばどういうアクセスの道路

ができるのかわかりませんけども、座間市の混雑にさらに追加する

ような形になりますから、混雑を避けるためには基地の中の方に門

を作って、そこで隊員さんはアクセスできるようにしていただきた

い。そこでひとつそういう要望を局の方にお願いしたいなと思って

おります。以上です。 
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事務局：現実的には難しいかなとは思いますけども、それは要望ですか

らぶつけてみたいと思いますが。 

 
委員Ａ：でも、米軍でもどの基地にでもありますからね。できないとい

う理屈は通らないんじゃないかと。 

 
事務局：いえ、どの基地見てもというのは。実際には米軍の管理下です

ので、その出入りというのは自衛隊といえども、自衛隊専用のとい

うのはないですね。そこらへんがどうかなと思いますけどもご意見

ですので。 

 
委員Ａ：ちょっと勉強不足で、日米地位協定の⑵－Ａなのか⑵－Ｂなの

か、あるいは他なのか、その辺の管理がはっきりわかってれば、ア

プローチの仕方が変わってきますので、是非要望としてお願いした

いと思います。 

 
委員Ｃ：質問させていただきますが、色々見て、この財務省から出た新

成長戦略の国有財産の有効活用についてで、資料に書いてあるんで

すけども、これもし実現可能であれば、市は財政的な負担でいえば

生じないのかどうかが一つと、後はそれ以前の問題として実現可能

性というか適用される可能性の高さというかそこらへんを審議上ち

ょっとお尋ねしたいと思います。 

 
事務局：私どもの方は、ほんとに財政的に極小にしたいという願いとい

うのがあります。この新成長戦略における活用ができれば、国から

一旦、市が借り受けたものを今度、民間の方に貸すというものです

から、これは賃貸料といいますか同じであれば、市の支出はないわ

けです。国から市が借り受けた賃貸料と同じ賃貸料を今度民間から

いただければ、別に市はその負担はないんですが、ただどの位の国

からの賃貸料なのか、あるいは、民間でも借りるベースとしての賃

貸料と合うのかどうかという問題がありますけども。それで、是非

これができれば、先程言った民間の活用という面で、ひとつ病院と

いう可能性もでてくるかなと思いますので、その辺は防衛としても

財務の方とよく調整をしていただきたいというふうにはお願いをし
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てます。 

 
議 長：よろしいですか。他に。 

 
委員Ｇ：今の話に関連してなんですが、これは確実に有償で賃貸という

ことですよね。無償ではなく有償で賃貸ということですよね。 

 
事務局：先程のまとめの下の方に書いてありますけども、現行制度にお

いては道路等の特定の場合を除き、譲与または無償貸与は困難であ

るということなんで、現行の中の制度でいえば困難なんです。無償

貸与ではないですが、今、この新成長戦略に基づく国有地の有効活

用でいけば、これは当然お金がかかります。国から市が一旦借りて、

それをまた貸しできるという制度ですから、ここには当然お金は発

生してきます。ただ、市としては、それをまた他に貸すわけですか

らそれをまた同じ金額で貸せば市の負担はないということです。 

 
委員Ｇ：もうちょっと突っ込む話になるんですけど例えば、国から借上

げて民間病院に貸すという場合、土地だけ貸すんじゃなくて上物を

建てて、いわゆる公設みたいな形で貸し出すのか、どうでしょうか。

細かい話になりますが。 

 
事務局：現時点でそこまでは考えておりません。ただ、やるにしても市

が病院を建てるというのは不可能に近いわけですから、あくまで民

間の病院さんにここにきていただくという形になろうかと。そうし

ますと市が建物を建ててというところまではいかないかと思いま

す。あくまで土地を確保しておくと、そこに民間の病院が自分で建

物を建てるという形になろうかなとは思います。 

 
議 長：その他。 

 
委員Ｅ：跡地利用については、また後ほど検討するんでしょうけど。今

の段階でその新成長政略というせっかくの法案というかそれがやっ

ている内にこういうふうにしないと、また、ひょっとしてそれはな

しといわゆるまた貸しはだめだということもあり得るので、これは
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使った方がいいかもしれませんね。この案はね。そういうふうに思

ってますけど。 

 
議 長：何かありますか。 

 
事務局：私どももこれの実現性が今の時点では、財務の方がいろいろな

検討をしている段階で、市長もまだ湯気がたっている施策だという

話もしてますんで、なんせ６月ですからそんなに日は経ってないで

す。ほかの実例もない状況ですからできるとしたら座間が一番にな

る可能性というのが非常に高いです。ですから私どもの方としても

有効活用も兼ねて、財務のこの新しい枠組みを是非、座間でやって

いただきたいという形で財務の方ともまた調整をしてみたいと思い

ます。 

 
委員Ａ：確認一つお願いします。この閣議決定の新成長戦略について、

これから先の話なんですけども、これは国財法の中に附則かなんか

で入る予定があるのかないのか、あるいは全く現時点では情報をも

っていないということなのかその辺を教えて下さい。 

 
事務局：財務として、これからどういう法律の枠組みでやるのかという

ことも含めて、新しい法律というか内部規定になるか通達なのかは

よくわかりませんけども新しい枠組みですから当然そういうものは

必要になってきます。それは検討を今していただいていると思って

おります。 

 
委員Ａ：ではいい方向で考えていいと思っていいんですね。 

 
事務局：私どもはそういう方向で考えております。 

 
議 長：その他。Ｂ委員いかがですか。 

 
委員Ｂ：民間人の感情としては、基地の住宅地区の性質上、民間人と官

舎の自衛隊の方々との隣接した土地をうまく使うということがすご

く問題だと思うんですけど、平和的に順調に活かしていくというこ
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とから考えると病院というのも。この官舎の人たちにも民間人にも

活用されていることが重要だと思うんです。ですからこの成長戦略

は一般の人からすれば、介護・子育ていろいろなんというか老後の

ためにというような感情はありますけども、もっと大きいこと考え

るとほんとに災害時の緊急時のせっぱつまった設備にも対応できな

ければいけないかなと思うんです。そうなると社会的にもっと大き

なものにあるんではないかと思うんですけど、目的としてですね。

そうなるとこの財務省の提出されたこれはもっと民間からも貢献で

きるかなと思うんですけど。そんな感じがするんですけどいかがで

しょうか、ちょっとはずれちゃうんでしょうか。 

 
事務局：病院という枠組みだけでなくてということのお話ですよね。そ

の可能性というのもあります。これは私どものことだけで言ってい

るわけではなくて、座間市としては返還地ですけども、他に今眠っ

ている国有地というのはそれぞれ全国にもあると思うんですが、そ

ういった所を含めた活用方法というところを私どもとしては引き出

しただけでありまして、これは全国同じ活用ができるということで

すから、医療に限らずいろんな形というのは可能性があります。 

 
委員Ｂ：市民の立場からするとこれから自分で話を作るという立場では

ないので、どうなっていったらいいなという理想ですよね。将来的

な理想それをなんとなく考えるんですけどね感情としては。ですか

ら土地を活かす返還されるであろう土地を座間市として確実に活用

できる確実性とそれから将来ずっと基地が温存できるような形を考

えた方がいいなと思いますし、そういうことから考えるといろんな

なんというか妄想じゃないんですけど平和的な理想が見えるという

か、基地の性格上そういうふうに思います。なんとなく壊してほし

くないというか、この状態の平和を維持できる方向でお願いします

という考えです。何がということはいえませんけども。 

 
議 長：基本的にはそういうスタンスにたって、市も考えていけるので

はと思いますが。他にございませんか。よろしいですか。それでは、

一応キャンプ座間に関する協議会第７回幹事会の報告は以上でしめ

させていただきます。それでは次に議題の⑶の市基地返還促進等市
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民連絡協議会第６回役員会の報告をお願いします。 

 
事務局：報告ばかりで恐縮なんですが、今の状況といいますか現状をあ

らゆる所からの情報を皆様にお知らせしようということで、恐縮な

んですけれどもお聞きいただければと思います。基地返還促進等市

民連絡協議会の第６回幹事会が１０月１８日に開かれました。この

議題はキャンプ座間に関する協議会第７回幹事会、只今説明をしま

した内容について、この役員会で説明をいたしました。その結果そ

こで出された主な質疑・意見ということで、これを資料 1 にまとめ

てあります。これは読み上げをさせていただきますけども、まず一

つ目として防衛側として、１２月までに返還候補地全体約 5.4ha の

利用についてとりまとめたいとのことだが、あまりにも期間が短く、

まとめることは難しいのではないか。それに対して、国として、出

来るだけ早く決めたいということで、こういう提案があったわけで、

受け止めさせていただいたうえで、整理をしていかなければいけな

いと思う。１２月までに可能かどうか、現段階ではお答えできる話

ではないということでございます。それから、今回の国からの提案

は、座間市の要望が受け入れられ、大きな進歩だという意見がござ

いました。また、市民要望の一番多かった病院について、踏み込ん

だ話を防衛側が持ってきてくれたので、きちっとした計画を作って

是非進めてほしい。同様に病院について積極的に取り組むべきとの

意見が２件ございました。また、病院設置のためには、医療圏の問

題もあり、何らかの行動をとっていかなければならないと思うが、

どのような見通しかという質問に対して、現在は病床過剰地域であ

り、この緩和やワクの撤廃を既に県に要望している。このことは大

きなハードルであるが、市内に病院がほしいということは市民の切

実な願いであり、今後とも努力をしていく。さらに、陸自家族宿舎

への進入路は、市民も利用できるのかという質問がございました。

国は進入路という言い方をしているが、国が整備した後は当然市民

も利用させていただくことを求めているので、そのようになると思

う。それから、宿舎の敷地が大阪台公園に接するようになっている

が、道路が整備されるのか。これに対しては、公園の中に一般道路

をつくることは認められないため、基本的には歩行者、自転車等の

通路という形になると思う。今回の提案を受けて、基地返還促進委
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員会が断続的に開催されるという認識でよいのか。これに対して、

今日、促進協の皆さんに報告した内容は、きちっと附属機関である

基地返還促進委員会に報告させていただく。そして、答申に向けて

の審議をお願いしていく。この内容を受けて、今日いろいろご報告

をさせていただいているところでございます。今回の情報は総会を

開き、広く報告すべきだと思う。皆さんの意見を聞きながら、速や

かに進めていく方法をとってほしいということで近々に促進協の総

会を開催し、報告するということになっておりまして、今の予定で

は１１月１日に総会を開くという予定でございます。最後に議長、

市長でございますがまとめ的な発言がございまして、この返還候補

地については、いずれにしても、お金をかけずに、有効活用するこ

とが大前提である。そういう部分での更なる知恵を国に絞って欲し

いという要求をしていきたい。今回の幹事会では、ここまでの動き

があったということを共通理解していただき、今後の取り組みを進

めていきたいということです。以上が役員会の概要でございます。

それで、この役員会の開催後に新聞記事をつけてございますが、い

ろんな新聞にそのことが載っております。昨日たまたま日曜日でし

たけども日曜日の神奈川新聞にも追加の記事が掲載されておりま

す。これは、後ほどまたご覧いただければと思います。 

 
議 長：ただいまの報告なんですけれどもご質疑ございますか。よろし

いですか。 

ないようなので、それでは議題の最後になりますけども議題の

４の利用計画案の検討に入ってまいりたいと思います。前回の会議

で、たたき台として市側の案を提示してもらうということになって

おりましたので、事務局からその内容について説明をお願いしたい

と思います。 

 
事務局：それでは、お手元の資料について説明をさせていただきます。

事務局として返還土地利用計画について、検討資料ということでお

出しをさせていただくものでございまして、まず一つ目、跡地利用

計画の基本的な考え方、これまで跡地利用計画を作るにあたっての

基本的な考え方というのをまとめたというものでございまして、ま

ず一つには約 5.4ha の返還候補地に陸自家族宿舎が建設されること
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を前提とし、「キャンプ座間に関する協議会」における協議内容等を

踏まえて計画をまとめる。二つ目として返還候補地の現況から、市

の利用計画のコンセプトを“スポーツと健康の森”とし、市民体育

館・大坂台公園との一体性を持たせる。三つ目として市の財政負担

を極力抑えるため、国の優遇措置等を考慮するとともに、市民要望

が高い施設を計画するものとする。これが基本的な考え方だとして

まとめさせていただきました。次に跡地利用の方針として、一つに

返還跡地は、陸自家族宿舎用地を約 2.0ha とし、市が利用できる約

3.4ha について、病院誘致ゾーンと都市公園ゾーンに区分し整備す

る。二つ目として、病院誘致ゾーンは、市民要望が高く、市の医療

体制の充実面からも必要な総合病院を誘致する区域とする。なお、

現在の市民体育館第２駐車場もこの区域に含む。三つ目、都市公園

ゾーンは、現状の地形等を活かした広場等の整備を行うとともに、

公園施設として体験学習等複合施設を建設する区域とする。また、

区域内に市民体育館の臨時駐車場を確保する。四つ目として、地区

内の道路は、陸自家族宿舎への進入路を考慮し、計画する。また、

県道沿いに歩道を整備し、バリアフリー化を図る。３として計画す

る施設の概要でございます。一つ目民間病院、総合的な診療科目を

有し、堅実な経営が見込まれる医療法人が建設をする、誘致をする

条件を付して、公募等により決定することが必要と思われます。二

つ目、都市公園、概要は次のとおりでございまして、一つとしては

駐車場、公園と複合施設利用者用の駐車場でございます。この駐車

場と下の多目的広場との一体化を図る。それから多目的広場につい

ては、市民体育館の臨時駐車場としても利用できるように考慮する。

三番目、緑地、市民体育館隣接地の自然を活かすということで緑地

を整備する。四つ目として交流広場、地形を活かした芝生広場的な

もの。それから五番目として、体験学習等複合施設、例えば展示施

設、例えば郷土資料館的な展示の施設、それから学習室、管理事務

所等を機能をもった複合的な施設を公園の中に整備するという考え

方でございます。それから地区内道路につきましては、陸自家族宿

舎への進入路は国が整備し、整備後は市民も利用できる地区内道路

とするということでございまして、今、私どもの方でたたき台とし

てださせていただいた考え方はここまででございまして、これを元

にここまでいくかどうかなんですが、４番目としてだいたいのゾー
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ニングといいますか、どこら辺にこれをやろうかというような形を

検討していただければと思っております。以上でございます。 

 
議 長：どうもありがとうございます。それでは、利用計画の審議・検

討に入ってまいりたいと思います。今の市側の説明を踏まえて、ご

意見・ご質問を是非お願いしたいと思います。いかがでしょうか。 

 
事務局：会長すいません。ちょっと事務的なことなんですが、三番の⑤

に体験学習等複合施設で、展示施設は郷土資料館と書いてしまって

いますが、これは郷土資料館的なものということで、要するに展示

施設でひとつの例としてお考えください。 

 
議 長：よろしいですか。具体的なものではなくて的なものそういうよ

うな内容です。いかがでしょうか。 

 
委員Ａ：一番のまとめの考え方なんですけども、この三つをぼんとあげ

るとレベルの差があるのかなと。やはり、もうひとつランクが上の

基本的な方針みたいなあるいはこの会の目指すところというような

ものがあるべきではないかと。それが、むしろ③で市の財政負担、

最小な負担で最大の市民の有効活用に供する。そういう発想が、大

前提にあった方がこの会のアプローチの仕方がいいのかなと。それ

を細分化したらこのようなキャンプ座間なんですか陸自の宿舎も認

めましょうとか、そういう具体的な基本的な考え方というか方針が

でてくるのかなと。それがないといきなり何がいいという答えがで

て、後でできあがった答申書を見たときに、この人たちのロジック

はなんだったのかということが言われかねないと思い危惧しており

ます。大方針的な大前提的なものをこの回で決めておいて、それか

ら入った方がいいのかなとちょっと愚痴っぽいですけども以上で

す。 

 
議 長：まあ順位を変えたり、まずは大タイトルみたいな形で答申にあ

たってはなんかあった方がいいと。 

 
委員Ａ：そうですね。この会の目的はこういうことを目指しているんだ
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よと、その具体的な面は、例えば陸自の官舎を認めた上で、跡地を

決めましょうという会なんだよと。その次にこういう利用コンセプ

トも持っていますよというのが下にくるのかなと。これが並列では

ないですよというのが私の言い方なんですよ。 

 
議 長：はい。事務局いかがですか。 

 
事務局：よくわかりました。これは順番ということにこだわらずに今考

えつくままに出しただけですので、実際に答申書としてまとめる場

合にはそれは大切だと思います。あくまで検討資料ということで羅

列をさせていただきましたので、そのご意見を踏まえて、答申の案

になればと思います。ですから、そういったご意見をここでどんど

ん出していただいて、それを元に私どもの方でまとめをさせていた

だきたいと思っています。是非、具体的なご意見をいただければと

思いますのでよろしくお願いします。 

 
議 長：すいません。日程的には次回なんかで、答申案的なものが提示

される時期くらいになってしまうということですか。 

 
事務局：先程のキャンプ座間に関する協議会のまとめの中で、国として

も１２月までにはまとめたいということですので、そこから逆算し

ていった場合に、まずこの委員会の答申をいただいて、それから市

の利用計画だということでオーソライズして、今度それを国とやり

ますので、期間的な面から考えますと次回あたりでまとめていただ

けるのが望ましいかなというのは考えております。 

 
議 長：はいわかりました。はいＨ委員。 

 
委員Ｈ：この中でも病院を建てるような前提的な言葉が大分でています

けども、これは一番最初の方のときには、病院はちょっと経費がか

かりすぎるからということでほぼ却下みたいな感じで流れが進んで

きたような気がするんですが、これを見ますとだいたい皆さんの希

望の病院はほんとに欲しいですけれども、病院を前提に進めても大

丈夫なんでしょうか。 
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議 長：はい、事務局。 

 
事務局：前回までにそういったご意見をいただいて、片方ではやはり病

院というは必要ですというご意見もあったと思うんです。それで、

もう片方では病院はお金がかかって、それは無理じゃないのという

意見も確かにありました。それで、例えばこの返還候補地に病院を

と考えた場合に、今の現行、新成長戦略の前段の制度の話をします

と、その場合は全額時価で市がなんにも補助もなく確保してそれで

病院に提供するという形でしかできなかったわけです。それで、今

回こういう新成長戦略で市が借りてそれをまた貸しできるような可

能性もあるよということであれば、それを使えばじゃあ病院も可能

かなという考え方もでてくるわけです。ですから、病院ということ

について、この委員会の皆様方がどう考えるかということで、それ

は具体的な病院を計画して、それを具体化させるためのひとつの財

政的な対策といいますか、その手段であるわけですから、どうして

もいくらお金がかかろうとここにはやはり病院というのが必要だと

いう考え方にたって、利用計画をするのもひとつの手だと思います。

また、今言ったように新成長戦略でいけば実現可能性があるのであ

れば、そういった枠組みを利用してここに病院を建てるべきだとい

う考え方というのもあると思います。他には、じゃあ病院なんか他

のところに計画をして、ここの場所はなんか違うほかのものにしま

しょうというような意見もあるかと思います。それを皆さんの中で

意見を交換していただいて、まとめていただければと思いますので、

それはそれぞれ皆さん個人のご意見お持ちだろうと思いますので、

是非そこのところは議論していただければと思います。 

 
議 長：Ｈ委員よろしいですか。 

 
委員Ｈ：はい。病院を建てたいという希望はかなり多いですよね。それ

で話を進めていっても可能ということになりますよね。 

 
委員Ｊ：いいですか。前回の会議のまとめの資料にだいたい皆さんが発

表された内容になるんですね。前回いろんな話、あそこに公園作っ
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た方がいいとか、あるいは駐車場つくった方がいいとか、病院つく

った方がいいという話がでた中で、病院にすると市の財政がもう全

然前向きじゃないからどうしても作れないということで頓挫したん

じゃないかと思うんです。だけど皆さんの要望としては病院がいい

なと、５つ病院があったのが２つしかないという他市に行って入院

するような格好となるので、地元の病院がほしいという話があった

かと思います。ところが急に６月にこの新成長戦略というのが出た

んで、病院が一番要望が強かったという話なんですよね。だから決

して室長が言われるように病院ありきではないんですよね。他にも

いいものがあればそれでいいということですよ。それは皆さんで検

討してむしろそれでいいと思いますよ。ただ、要望としては病院が

欲しいというのは皆さんが仰ったようなんですよ。だから病院の話

が出てきていると私はそういうふうに理解しております。 

 
事務局：そうですね。病院を作るとなるとイメージとして、やはり他の

市立の病院ですけれども、それはどこも経営が苦しく、財政負担に

なっているという現状があります。これから市立病院を建てるとい

う市町村はまずないと思います。それで、座間市はいままで病床過

剰地域となって病院を呼びたくても呼べないという今まだ現状はそ

ういう地域なんです。ただ、その前にその枠を撤廃してください、

見直しをしてくださいというような要望は県に何回もしてますし、

その見直しというのも近々２５年度に新しい計画ができる見直し作

業を今やっておりますので、その辺の動きもある。さらに、病院を

誘致する場合に、今までは市が全部時価で買ってやらなければいけ

なかったものがこの新成長戦略で仮に適用になるとすれば、国から

市が一旦借りて、また貸しというものができる。そうなると財政的

な面からいうと、来ていただける病院があれば、それは市の負担と

いうものが極小になった形で、病院の整備ができる。これは、非常

に市民の皆様にとっても要望の強い施設ですから、できればそうい

う形が望ましいというふうには考えております。それで、その一つ

のたたき台として今こういう形で民間病院ということで出させてい

ただきました。ですからこれについて、皆さんそれぞれのご意見を

いただきながら、この促進委員会としてどうしようかということに

なろうかと思います。 
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議 長：はいＩ委員。 

 
委員Ｉ：そうしますとこの資料２の表現なんですけども、三つ目の丸で

は市民要望が高い施設を計画するものとするというふうに書いてお

いて、その次の跡地利用のところでは病院誘致ゾーンになっている

んですよね。それで、病院を誘致したいというお話は前回に相当議

論がありましたので、それはそういうふうに行くのかなと実は思っ

てはいたんですけども、この検討資料ではなんかこうあいまいとい

いますか、考え方の所では何も書いていないのに、跡地利用のとこ

ろで突然病院誘致ゾーンがでてきていて、じゃあなんで病院なのか

という話は、全然今までの議論の根拠となるようなものが全く書か

れてないので、少しその辺のところをきちんとした方がいいかなと

思いました。例えば先程の新成長戦略が使えそうだみたいなことも、

ここの国の優遇措置のとこに入っているのかはちょっとわかりませ

んが、その辺のことも少しきちんとした方がいいかと思いましたし、

少しここで大きなギャップがあるので、その辺を埋めなければいけ

ないんだろうなと思いました。もう一つ質問なんですけども、この

今日配られた新聞記事の方にはもう病院というのが出てしまってい

るんです。これはなんなのかという気がしまして、公開の話もさき

ほどありましたけれども、これはどうしてこういうふうに出てきた

のかということを伺いたいんですけども。 

 
事務局：この新聞というのは第６回役員会のあとの新聞なんですね。そ

の役員会で説明した内容というのは、私が今説明をしました第７回

幹事会の内容を説明しました。その際に、こういう新成長戦略とい

う枠組みが新しくあって、仮に病院を建てる場合はそういう枠組み

が可能かもしれないという防衛からの回答があった。だけどそれに

対して、みなさんの方の意見は、もう病院をやるべきだと、この制

度を使ってやるべきだという意見が多かったというので、そういう

記事になっているだけであって、私どものほうは、仮にこういう制

度が使えますかと、今、問い合わせしているだけの話なんです。幹

事会ではね。ですから、決まったようにというふうに受け取られる

かもしれないんですけども、それは市民の皆さんの要望でもありま

すから、別にそれは否定をするものでもないと思っております。た
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だ、私どもとして、こちらの委員会の答申もでない中で、どうとも

言えない状況ですから、そこら辺はただ新聞記事だということでご

理解いただきたいと思います。 

 
議 長：はい。Ａ委員。 

 
委員Ａ：一度皆さんに記憶を思い起こしてほしいのは、私こういう意見

を言ったことがあって、要するにこの委員会の切り込みの仕方を決

めましょうよと。どういうことかというと各論がいっぱいでたので、

じゃあニーズが高いものを可能性でアプローチしてってやるのか、

いや方針を決めてそこから入っていくんだよと、そこをここで検討

しましょうよと言ったんですけれども全然なされてないんですね。

だからいまのような意見が出ると思うんですよ。つまり、ニーズが

高い病院というのは解っているんです。そこで、ひとつ問題があっ

たのは財政でそういう負担が非常にかかりますよ、あるいは病床数

の制限で、病院法の制限がかかりますよ、そうするとできませんよ

ねというのが一つありました。そうじゃなくて、病院じゃなくて、

財政の一番負担を軽くした中で、市民が最も有効に活用できるもの

から入ろうかとどっちかを検討しましょうと言ったけどそれはなし

のつぶてで、会議が実は進んでいるんですよ。そこをひとつ思い起

こしてください。それで、今日改めて出たのがこの財務省のこれな

んですよ。そうするとこれの切込みが少し変わってきちゃったんで

すね。もしかするとその可能性が全部一気に我々の見方になってく

れそうなんですよ。だから、我々がどっちから入るかというのは皆

さんの意見で決めて、そこから入っていけば、あとのまとめもあと

で読まれた方も非常にわかりやすいのかなとそのように思ってま

す。だから状況が変わったということは私も今理解しましたし、た

だ、前回か前々回に私そこを鋭く言ったつもりだったんですね。そ

うでないと皆さん各論でものをいいますのでね。以上です。 

 
議 長：時間も一時間になりましたので休憩といたしたいと思います。 

（休憩） 
議 長：それでは続きまして委員会を再開したいと思います。Ｃ委員お

願いします。 
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委員Ｃ：先程来、Ａ委員が仰っていただいたように今回の委員会のやは

り趣旨ですね。まさに今日の検討資料の中の一番の③部分ですかね、

市の財政負担を極力抑えるため、国の優遇措置等を考慮するととも

に、市民要望が高い施設を計画するものとするこれがなんか今いろ

いろと成長戦略云々かんぬんとか、もしくは前回というかこの間の

役員会の協議会の議長のお考えもそうなんですけど、やはりお金を

かけないで極力皆さんの市民のニーズに応えられるようなことをよ

く考えてくださいねというのは、本番となっていくんですね。そう

いった意味では、やはり今まで総体的にいろいろ各論で皆様から意

見いただいた中で、やはり病院、最低限のインフラですね。市民の

生命・身体を守るというそれが一番ある意味じゃ市民の要望が高い

し、なおかつ市民の方々に受け入れられ易い施設の一つなのかなと

思います。その財政的な負担も新成長戦略が実行できるんであれば、

幸いということで、非常にその部分ですごくクローズアップされた

んじゃないかと思います。あと都市公園に関しては、あそこの大坂

台公園だとか体育館もありますので、それにリンクした形で、こう

いうふうにある程度概要が書いてありますので、細かいところはゾ

ーニング等で詰めていけばいいのかなと思いますし、あと私が思っ

ているのはあそこは返還地で元々は陸軍士官学校であったし、なお

かつ今は米軍が接収していたものが返ってきたということなので、

体験学習等複合施設の展示施設に関しては、極力陸軍士官学校云々

かんぬんのいわば歴史的その背景があるような、子供たちにそれは

伝えていかなければならないという意味では、私としても各論とし

ては、そこら辺をお願いというか一つの意見として述べさせていた

だきたいなと思いますが、それ以外に関しては基本的には病院の整

備ですとか都市公園としての重要性・有用性として、その方向性で

考えていただければと思っております。以上です。 

 
議 長：ありがとうございます。事務局から。 

 
事務局：すいません。もう一回、少し間が空いてしまったものですから、

この促進委員会と市民連絡協議会とそれからキャンプ座間に関する

協議会とこの関係をもう一回整理したいと思います。今、この報告

で一緒くたにしてしまいましたので、どれがどういうふうになって



 24 

いるのかというのがわからないと考えがまとまらないと思うので。

まず一つ目はキャンプ座間に関する協議会。これは市と国との協議

機関でございまして、そこで色々市の負担軽減策というのを国と協

議する場です。その場でキャンプのここを返還しますよという話が

でてきたと。それは、具体的にこの全体５．４ｈａです。それで、

その中に陸自の家族宿舎を建てたいんですと。その家族宿舎は対象

は２．３ｈａで戸数は２５０～３００戸建てたいんですと、それで

それはじゃあどこらへんになるんですかといったら、最初のこうい

うここがとんがった図面がでてきたんです。それじゃあうちの方で

使い勝手が悪いから、何とか面積も縮小したような形で考えてよと

いうところと平行して実際に返還で返ってくるのであれば、市とし

ての利用計画を考えなければいけないのではないか、では、それを

考える組織として、皆さんのこの基地返還促進委員会で考え方をま

とめていただいて、それを市の考え方にさせてもらおうということ

で、この検討をお願いしているこれが立ち上がった。それが３月で

すね。この３月に立ち上がったときに、最初の基地返還促進委員会

では、このキャンプ座間に関する協議会、国との協議機関の関係を

踏まえた中で、検討していただくというのを基本にしています。で

すから、今やっと国の宿舎の位置というのがだいたいほぼ確定にな

りました。それで、ここからこういう道で、ここから出てくるよ、

これも国が整備をしますよということが示されました。市が利用す

るということは、ここの範囲になってくるんですね。じゃあ、ここ

をどうしようかというのが皆さんにお願いをしていることです。で

すからここに例えば病院、公園と分けた場合に、どういうふうに分

けるかというのは次の段階になりますけども、まずここに何をやろ

うかということを今ここで検討していただいているということでご

ざいます。それとは別に、基地返還促進等市民連絡協議会という促

進協といったさっきの新聞記事の関係の組織なんですが、それは市

民の団体の代表の方と議員さんが入ってます。今まで２年ちょっと

前までは、この基地の米軍再編に対しての反対運動をやっていたキ

ャンプ座間米陸軍第一軍団司令部等移転に伴う基地強化に反対する

座間市連絡協議会という組織がありました。それが２０年の８月に

解散をしました。それで解散をして、今度国との協議を進めるにあ

たってそういった市民組織が必要だろうということで、新しく基地
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返還促進等市民連絡協議会、これは市民の皆さんの代表も入ってい

ただいて、そういったところで常に情報を共有しながら基地対策を

進めていこうという話でまとまったものです。その協議会の役割と

いうのは、国から示されたこういう図面だとか、返還に関する情報

を私どもの方から提供させていただいて、それに対して意見をいた

だくと、そして今後の協議に活かしていくとそういう組織でござい

ます。ですから当然皆さん方の基地返還促進委員会の審議の内容に、

この協議会での意見というのを反映をしていただくとそういう必要

もあります。ですから、さきほどの役員会の結果というのも報告さ

せていただいて、そういったものも踏まえた中で、皆さんに検討し

ていただきたいという趣旨で今回説明をさせていただいたところで

す。まずメインは、ここのところをどうしましょうかというところ

をまとめていただく。そして、答申としてはこの５．４ｈａ全体の

中で、じゃあここは国が陸自の宿舎を建てる場所、これが進入路、

ここが市として何をするというそういったゾーン分けといったもの

までも含めた中で答申をいただければと考えております。頭の中よ

く整理をしていただいて、ここのところに何が必要で、なにを作っ

たら一番よろしいのかなということを考えていただくということで

ございます。後、病院ですけどね。この返還地があるなしに関わら

ず、今現状でほんとに救急体制というものが前は５病院あったもの

が今２病院になってしまって、例えば救急車で搬送された場合に７

５％が市外に運ばれちゃうんです。市内でどうしてできないのかと

いわれる。そういう市民の声というのはかなり多いです。それでそ

の体制というのも非常に不安でありますし、逆に消防の体制も遠く

に運べばそれだけ帰ってくるのに時間がかかります。そうすると今

３隊でやってますけれども、これをもう一隊増やさなければいけな

いのではないかという議論もでてきます。その場合に今ここに消防

署がありますよね、消防署の目の前に病院があったらこれはいいで

しょうよとそういった発想も確かにあります。それで、今の病院の

話なんですが、市民の関心といいますか、去年から第四次総合計画

の策定作業というのをやってまして、地域に行って懇談会をやって、

市民の皆様の意見を伺ったんです。もうどの会場に行っても病院は

どうなってるんですかというような質問がほとんどなんです。そう

いったことで市としても病院の必要性は十分に認識していて、でき
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たら建設をしたいということなんですが、市が市立病院を建てるの

は財政的に非常に難しいという中から、民間の病院に来ていただく

と。来ていただくにはそれこそ座間市の中でどんな土地があるのか、

今、土地を確保するといってもほとんどない。それで、そこにたま

たま返還地があった。だったら、ここに病院というのはどうだろう

かなという検討の一つの過程の中でそういったことが出てきて、仮

にここに病院を作る場合は、現行の制度でいけば、時価でそれもな

んの補助もなくてここを市が確保して、それを病院に貸すなりなん

なりしなければいけない。時価というとここの体育館、平米１９万

から２０万位で買っているんですよ。１平米で例えば病院の用地で

すから５，０００坪とかそんな形になるとして例えば１．５ｈａ使

うと。それで平米２０万で換算するとだいたい３０億なんですね。

３０億をいっぺんに何もなく市の負担で買えるかというととても難

しい。そこででてきたのが先程の新成長戦略というものなんですね。

その新成長戦略でいけば、たとえ市が買い上げなくても財務から市

が借りて、それをまた貸しできるといったような制度ですから、そ

れは先程言ったとおり、市が借りる金と貸す金と同じであれば、市

の負担というのが何もないということで、土地が確保できるという

ことにもなります。それにはやはり公共性というところも非常に問

題になってきます。基本的にこの白い部分に、何の施設を建てて、

どう整備するか。その公共性はさきほど言った今の救急医療体制の

問題だとか、市民の要望というのもかなり強いものがありますし、

今ここに駐車場ありますけども、仮にこちら側に病院が建つとすれ

ば、病院の敷地の中に提供しようとかいう考えも出てくるわけです。

それで、さきほどＡ委員が仰ったように、この委員会として、どう

いう考え方をするかということになろうかと思いますので、順番的

には、Ｃ委員さんからもＡ委員さんからもお話ありましたけれども、

全体の大きな考え方をひとつ決めていただいて、具体的にこういう

考えをもって委員会としてまとめましたと、それでここに整備が望

まれる施設はこういった形で、それをこういった形で配備して、さ

らにこれを整備する場合には市として何をこういうのをやりなさい

というようにそこまでいっていただければ答申としてまとまるのか

と思います。その辺のいろいろご意見をいただければと思います。 
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議 長：改めて説明をいただきました。ありがとうございます。何かご

ざいますか。 

 
委員Ｇ：返還ということがでてますけども、新成長戦略では国有地の有

効利用という形で、直接には返還ではなくなりますよね。国の土地

を借りて、また病院に土地を貸してという形になるわけでよね。自

分たちで、市で買うと莫大な資金が必要になるので、その有効な手

立てとしてこういう新成長戦略を利用してやろうという形なんです

けども、そこのところは問題ないんですか。返還では。まあ国には

米軍から返還という形で、国の財産になるんですけど、市の財産に

はならないとういう形で、そこのところで、いろいろ総合計画にも

返還とか書いてあるんですけれども、そこのところは整合性という

のはありますか。 

 
議 長：はい事務局。 

 
事務局：基本的には、市の財政負担はなるべく少なくしようと。ですか

ら無償譲渡ができないのかということも要望してますし、それは無

理だと。だったらいかに今の優遇措置の中で、例えば公園だったら

３分の２が無償なんです。ですから３分の１だけ市が買えばいいと

いう制度があるんですけども、いかに市の負担がすくなくなるよう

にするか、今のお話しで借りるんですから、底地は国のものです。

国のものだけど、市のもにならないけどいいではないかという議論

もあるんです。全て市のものにしようとすると、さきほどの話にな

る。全額買ってくださいということになりますから、それはもう財

政負担からみてもちょっと無理だろうということから新成長戦略に

基づいた転貸ができれば、施設が整備できる土地は確保できるだろ

うとそういう考え方です。 

 
事務局：ちょっといいですか。今のＧ委員さんの質問で、返還というこ

とについてですけども、ちょっともう１回振り返っていただきたい

んですけども、あそこは全部国有地なんですよ。要するに財務省の

管理なんですが、防衛の行政財産として、米軍に貸しているんです。

ですから、あそこは国から借りるから返還じゃなくてもいいのかと
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いうご質問ですよね。そうじゃなくて、返還というのは国に返され

るもので、市に返されるものでもないんです。一義的に国に返され

て、それを市が使うものは買うなり借りるなりしてくれということ

ですから、返還というものはそういうことです。ただ今、相模原の

補給廠とか逗子市などで共同使用という言葉とちょっと重なるとこ

ろがあるので、そこだけを説明させていただきますけども、共同使

用というのは、米軍基地がずっとあるわけです。この一部なんです

が、ここまでこの部分を防衛省で米軍が管理するよ。ただその部分

については、米軍の管理地なんだけども一緒に使うことができるよ

というのが共同使用なんです。今回の私どもの場合はここを返還し

てくれと、基本的に国に返させろよと。国に返した上で、ここは公

園で３分の１で買うよとか、ここはまた貸しで借りるよとかいうこ

との返還ですから。どっちにしろ、全部買い取っても買い取らなく

ても返還ということには変わりはございませんので、そこのところ

をご了解願います。 

 
議 長：その他ございますか。 

 
委員Ｅ：いろいろな意見があるでしょうけれども、ほんとに市民のニー

ズとしては多分病院が一番座間市にとっては必要だと思いますし、

ある意味ではタイムリーな法案も出てるし、さきほどおっしゃった

ようにこれを市で買いなさいといわれても逆に困ってしまう。３０

億位の金が出てですね、それをもっといえば結構ですよということ

になってしまうと思うんですよね。これだけ大きい土地を座間市の

中で確保するのは、多分難しいですよね。ほんとに病院が必要なと

きにどこかの土地の確保といってもなかなかないなと思いますし、

そういう面では消防署も道路を隔てたという非常にアクセスもいい

のはなかなかないですしね。座間の人たちというのは座間市にはほ

んとに入院するところはないんですよね。私もこの５月、６月位に

がんの疑いがあって、心配をしたんですけども、実際に検査入院し

たのが横浜市大病院ですしね、友人に先生を紹介してもらったんで

すけど、近くに大きな病院ないのかといわれたときに北里位しかな

いなということでそこはどうだって言うからあまりよく知らないん

でということで紹介で行ったんですけれども、多分そういうことが
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みんな市民に起こっているんじゃないかと思っているんで、ここで

答申として決めなければいけないときには他の意見があればまた別

ですけども、ある意味ではほんとに病院が来るのかどうかもこれま

た難しい問題ですけどもね、病床の問題もありますし、でもやって

みる価値はあるんではないかなと。今、タイムリーで、返還もそれ

から国のこれも使えるのも非常にいいんでないかと思います。それ

で、この機を逃してしまうと総合計画はわかりませんが、できない

かなとは思います。７４％が市外というのはちょっと問題ですよね。 

 
議 長：はい。Ｄ委員。 

 
委員Ｄ：私も基本的な考え方として皆さんの仰るとおり基本的には市民

の一番ニーズが高い病院が一番望ましいと。その後、資料２の⑶に

ある計画の中にいろいろ各団体から出た要望なども含まれている

し、非常にこの計画案でいいと思うんですが、ちょっと勉強不足で

よくわからないんですけど、例えば市民病院であれば、市で計画す

れば、土地はあるし財政さえあればすぐニーズにあった病院ができ

ると思うんですよ。ところが民間誘致の場合に、確かにここに土地

はありますよと、だから民間で病院を建ててくださいよと言ったと

きに、はたして座間の市民のニーズにあった病院がそこに誘致され

るのかどうかというのが、詳しいことはよくわかりませんが、その

辺の心配はないんですかね。 

 
議 長：では事務局から。 

 
事務局：今の時点で心配ないですよと私もいいたいんですけれども、ち

ょっとそこまでは言い切れないです。ただ、例えば今のこの制度の

中で土地がある程度確保できたと、そうした時に、ではこんな診療

科目で、こんな体制で、経営もちゃんとしててというそういう病院

というのを広く募集をするような形、それにはいろんな条件みたい

なものをつけて、こういった病院にきていただきたいということを

募集させていただいて、手を挙げていただくような形を考えたいな

と思っております。そこで仰るような望ましいような病院がセレク

トされればいいなというふうに思ってます。ですから方向としては
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そういう方向でないと、やはりどんな形でもいいというものでもな

いですから。 

 
委員Ｄ：そういうものが、誘致されるときに可能性としてはどうなんで

しょうか。例えばこの委員会で病院の方法で行きましょうといった

時に、さあ誘致しました、手を挙げる人がだれもいませんというの

じゃいくら検討したところでこれは意味がないので、誘致すればそ

の可能性というのは大丈夫なんですよね。保障があるのかどうか、

そのあたり心配なんですけどね。 

 
事務局：そこまでの答えというのは残念ながら今はできかねるという状

況です。ただ、この委員会としてこういった形が望ましい、跡地利

用の計画としてこうするべきだということでご答申をいただいた場

合は、それに向かって市としてもなんとしても誘致に向けて努力を

するというのが基本だと思いますので、可能性ということは今の現

状ではいえませんけども、そういった形でいただければ、それに向

かって私どもの方も努力をしてやっていくということでございま

す。 

 
委員Ｄ：わかりました。 

 
委員Ｅ：もうひとついいですか。さっきいった５病院があった内が２病

院になってしまったということですが、３のマイナスですよね。そ

の理由というのは、多分私が聞き及んでいるところでは、一つは病

院が老朽化してて新しく建てたいんだけど場所がないから海老名に

いってしまったという話は聞いているんですけども。そういう理由

でいなくなっちゃったんですかね。 

 
事務局：確かに一つはそういう理由です。もう一つは廃院というんです

かね、経営的なもので廃院になったと。もう一つは療養型といいま

すか救急指定というのを受けなくなってしまったということで、療

養型の方に切り替わってしまったものですから、通常の救急医療体

制の中には組み込めなくなってしまったということです。ですから、

救急医療体制として組み込まれるのは２病院だけということになっ
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てます。 

 
議 長：Ｆ委員何かございますか。 

 
委員Ｆ：やはりいろいろ病院の話がでますけど、ほんとに病院が欲しい

と思いますね。できたら今の跡地の状態があってそれで誘致して建

ててくれる、お医者さんを呼び込むという体制だけは整えたほうが

先行きいいですね。 

 
議 長：どうもありがとうございます。全員にご意見いただいたところ

なんですが、いいですか。 

 
委員Ｅ：土地代としては安いんですか、例えば普通の民間の土地を借り

るよりもというのは病院としてもメリットがないと来ないですよ

ね。 

 
委員Ｄ：その心配ありますよね。自分で建物を建てるというのも、こう

いう経営の中で私はそこに建てますというのもね。 

 
委員Ｅ：まずその土地を買って、病院を建てて、医師を確保してという

のはまずやらないですよね。よっぽど土地代が安くて、市にしても

建物に対する固定資産税の軽減だとかね、優遇税制をするだとかい

うのであれば契約するとこもあるかもしれませんが。 

 
事務局：当然そういうことになろうかと思います。賃貸料というか借り

るお金が高ければ、それはちょっとという話に当然なろうかと思い

ます。ただ、そこで市としてどう考えるかということになろうかと

思います。今、仰ったとおり固定資産税の不均一課税、今、企業が

来た場合に、２分の１に税率をしてますけども、そういったことが

できるのか、あるいは病院の誘致ですから、誘致という部分でいけ

ばそういったことも市としての考え方の中には入れても可能かなと

は思いますけども、いずれにしてもそれはご答申をいただいて、こ

こに作るべきだということになって、それを具体的に進める中でそ

ういった課題というのは当然出てくると思いますけども、それも含



 32 

めてそういったご答申をいただければ、市としても努力していくと

いう姿勢には変わらないです。 

 
議 長：はい、Ｂ委員。 

 
委員Ｂ：今年、皆さんそうだと思いますけど、健康保険証を更新されて

いただいたものに臓器提供の意思がありますかというような欄があ

ったと思うんですけどね、それが審議にとおったということは救急

の種類がもっと体に直結して、命に関わる急病患者がまた増えてく

ると思うんですけど、そうなると名医を探している状態ですので、

病院が何処にあるかじゃないと思うんですね。そういう、ほんとに、

失礼な言い方ですが、ある病気についてこの人は世界的にすばらし

いんだという人が例えば座間に来たとしたら、もう位置じゃなくて

そこを目指して皆さんネットで探してきちゃうんですね。そういう

状態になると思うんですけど、そうなるともうこの位置もそうです

けど、日本人だけじゃなく、座間市民だけでなく、ほんとにあちら

からもこちらからもニーズがあると思うんですけど、そういう人が

もし来れたとしたら、すごいうちとしても活かされますし、環境と

しても最高じゃないかなと思います。私は将来的にそんなふうに思

うんですけどね。 

 
議 長：はい、Ａ委員。 

 
委員Ａ：基本方針に従って、最終的に結論が病院ということに至ったと

しても、それには病床数という制限は依然として消えないものです

から、その辺の交渉については、やはり平行してやらなければいけ

ないんだろうと思っております。それから、さきほどいろいろでま

したけれども、経費の話とか、いろんな話とかあるいはこういう要

望とか、それは公募の中での話になってくるので検討委員会として

はそこまで細かくやる必要はないのかなと私自身は思っておりま

す。それから今委員が言ったように、これも名医が云々じゃなくて、

こういうニーズが、必要な病院がほしいというところまで出してお

けば、それはそれなりに県央地区の立派な救急病院として成り立つ

と思うんです。当然、座間市民のためにはならなくてならないんだ
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けれども、県央のためにもなるような病院があれば、患者さんは逆

に向こうからこっちに移ってきますから、そういうことでよろしい

かと考えております。 

 
議 長：事務局何かありますか。 

 
事務局：はい、そういう観点も含めて、今、病院の話が結構進んでいま

すけども、そういったものも含めて、もう一回まとめといいますか、

流れがぎくしゃくしているというのもございます。また、一つ一つ

について、ご意見等があれば仰っていただいて、その流れを私ども

の方でまた整理をさせていただいて、次回お示しできればと思って

いますので、できるだけ今度のまとめにこうしたらというような形

でのご意見をいただければと思いますので、よろしくお願いします。 

 
議 長：よろしいですか。いろんなご意見を皆さんにいただいたんです

けれども。この答申の順位性、言葉の順位ですとか、それから、今、

Ａ委員が言ったように、ここの自分たちの狙いというのはあると思

うけれども、まず自分たちの答申としての考え方、そのようなもの

をいただきました。それで、次回なんですけど、もう少し詳しく、

また跡地利用の計画そんなゾーンを市から示していただきたいと。

そしてできれば、答申案的なものを次回で当委員会としては進めて

いきたいと思いますけども皆さんいかがでしょうか。 

 
（意見なし） 

 
それでは、審議につきましては以上で閉じたいと思います。その

他の全体を通して、ご意見があればよろしくお願いします。よろし

いですか。事務局として何かありますか 

 
事務局：次回お渡しする資料というのは、ある程度答申に近いような形

ということでよろしいでしょうか。それだけちょっと確認をさせて

いただいて、それでまた皆さんにご意見いただくということで。 
次回の日程については、９日の午後２時ということでよろしくお

願いします。 
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議 長：次回１１月９日予定ということで、よろしくお願いします。場

所については、また委員会の案内があると思います。次回答申が近

くなろうかと思いますが、是非よろしくお願いします。本日の議事

はこれにて全て終了いたしました。皆様のご協力に対しまして厚く

御礼申し上げ、これをもちまして議長の任を解かせていただきます。 

 
司 会：会長ありがとうございました。以上をもちまして座間市基地返

還促進委員会第４回会議を終了させていただきます。本日はありが

とうございました。 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 


